
平成３０年１１月２２日（木）第５５１号 

ご意見は 
こちらまで お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８ 

地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577 

 まもなく訪れる本格的な冬を前に、青森河川国道事務所では、１１月１４日（水）に雪道での大規模な立ち往生の
発生を想定した対応を確認する訓練を実施しました。 

 訓練は、災害対策支部での現場との情報連絡、通行止時の関係機関との協議方法、情報共有や災害対策基本
法を適用した支障車両の移動に関する手続きなどについて情報伝達訓練を行った後、現地での実践型訓練を実
施しました。 

 現場での対応訓練は、青森県の職員も参加し、大雪で大型車が車線を塞ぎ走行不能になり、大規模な立ち往
生が発生したため、道路を通行止めとし、集中的な除雪を行うため、取り残された車両を災害対策基本法に基づ
き道路管理者が強制的に移動させる手順について、実際の動きを想定しながら実施しました。また、自力では走
行できなくなった大型車を除雪車で牽引して移動させる方法について訓練を行うと共に、その手順を参加者が学
びました。 

 対応手順を一つ一つ確認しながらの訓練でしたが、いざという時は、迅速な対応ができるよう、万全を期して参り
ます。 

災害対策基本法に基づく
道路管理者の車両の移動
について
大規模災害時には、緊急
車両の通行ルートを迅速に
確保する必要があることか
ら、平成２６年に災害対策基
本法が改正され、道路管理
者が、支障となっている車
両に移動を命じたり、運転
者が不在等の時は、道路管
理者自らが車両を移動する
ことができるようになりまし
た。大規模な立ち往生が発
生した場合、迅速な交通の
回復に向けて災害対策基本
法の規定による強制的な車
両移動を行うことがあります。

▲ 情報伝達訓練 ▲ 

▲立ち往生車両の牽引訓練 ▲ 

▲交通規制を運転手へ説明 ▲ 

 早めのスタットレ
スタイヤへの交換、
チェーンの準備など、
雪道へ備えにご協
力をよろしくお願い
します。 

 また、大型車両は
スタットレスタイヤで
も坂道を上れないこ
ともありますので、
チェーンの装着にご
理解ご協力をお願
いします。 

▲ 交通規制訓練 ▲ 
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